






コメント

１．環境目標の達成状況等について

 (1)環境目標の達成状況（※１）

すべての削減目標について、平成１３年度の目標を達成することができました。

 (2)廃棄物について（※２）

廃棄物の分別を徹底した結果、全県庁でのリサイクル率は８１％となりました。
なお、本庁でのリサイクル率は９１％です。

 (3) 経費節減額（※３）

  ①電力・水・冷暖房用等燃料・一般公用車燃料・廃棄物及び用紙類の削減量を経費に
換算すると、約１億５千万円の節減となりました。

（電力については、新規増設分を含んだ場合でも、削減量を経費に換算すると約３千万円節
減され、その削減率は８．８％でした。）

②消耗品の効率的な購入や再使用に伴う経費節減効果は、約６億１千万円でした
（但し、用紙類を除いた金額です）。

③経費節減効果全体では、約７億６千万円でした。また、平成１１年度から１３年度までの３
年間の経費節減効果は、約１６億円でした。

 (4)ＣＯ2低減量（※４）

 電力使用量等の削減により、地球温暖化の主要原因物質であるＣＯ2の削減は、７３７ﾄﾝ
と推計されます。この低減量は、約１９４，０００本の５０年生スギが１年間に吸収する量に
相当します。

２．環境配慮を検討した公共事業

平成１３年度に環境調整システム等により事業計画の段階から環境への負荷の低減等について
検討した公共事業は次の５事業でした。

なお、環境管理監会議で審議された結果、全ての事業について計画案どおり了承されました。

    ① 主要地方道 四日市多度線道路改良事業
② 主要地方道 伊勢南島線整備事業
③ 主要地方道 青山美杉線道路改良事業
④ 一般国道（古江～賀田バイパス）道路改築事業
⑤ 三重県美術館増改築工事

また、再生材を利用した公共事業は ８６７事業でした。

３．エコイベントの実施状況

イベントの環境配慮システムである「エコイベントシステム」は、４３件のイベントや
集会で取り入れられ、そのうち次の９イベントが優良事例として表彰されました。

① MIE・みんなで創る環境フェア２００１ ② 四日市港まつり
    ③ 三重県高校生テクノドリームフェア     ④ 近畿府県合同防災訓練・啓発展示コーナー
  ⑤ 第１４回全国スポーツ・レクリエーション祭

⑥ 第５５回全国お茶まつり２１世紀記念大会
⑦ 海山町快適環境フェア
⑧ （財）三重県国際交流財団１０周年フェスタ

    ⑨ 七里御浜じゃリンピック２００２



資料③

平成１３年度 ISO１４００１個人アンケート集計結果

水の削

減活動

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

昼休み

の消灯

昼休み

のコ

ピー機

等の電

源オフ

個人用

パソコ

ンの蓋

閉じ

退庁時

の消

灯・パ

ソコン

の電源

オフ

退庁時

のプリ

ンター

等の電

源オフ

ノー残

業デー

の徹底

上り２

階差・

下り３

階差以

内の階

段利用

夏期の

一定期

間夏の

エコス

タイル

を実施

する

手洗い

等での

節水の

励行

コピー

機使用

後のリ

セット

ミスコ

ピー紙

等の裏

面利用

庁内

LAN利

用によ

るﾍﾟｰ

ﾊﾟｰﾚｽ

化

詰め換

え可能

な文具

の購入

ﾘｻｲｸﾙ

ﾎﾙﾀﾞｰ

による

備品・

消耗品

の再利

用

報告書

等の必

要最少

部数の

作成

不要な

配送物

の発送

中止の

伝達

本庁 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

桑名 4.6 45 4.7 4.9 49 4.6 4.9 4.9 48 48 4.5 4.4 5.0 4.6 4.6 4.3

四日市 47 47 4.6 5.0 49 47 4.9 5.0 48 48 4.5 4.5 47 48 4.7 4.6

鈴鹿 48 48 4.8 4.9 49 47 4.9 5.0 48 48 4.3 4.4 48 47 4.7 4.2

津 47 45 4.6 4.9 49 45 4.7 4.9 47 48 4.5 4.3 47 47 4.4 4.4

松阪 49 4.6 4.7 4.9 49 4.6 4.9 5.0 48 48 4.5 4.3 48 4.4 4.4 4.0

南勢志摩 49 4.4 4.6 4.9 48 4.6 4.8 4.9 48 48 4.3 4.1 4.6 42 4.2 3.6

伊賀 49 45 4.6 4.9 49 4.6 4.8 5.0 47 48 4.6 4.4 49 48 4.6 4.4

紀北 49 42 4.7 5.0 5.0 4.6 4.9 5.0 48 49 4.6 4.4 5.0 48 4.7 4.6

紀南 49 45 4.5 4.9 49 43 4.9 4.9 48 48 4.5 4.4 4.4 4.1 4.7 4.1

全体平均 48 45 4.6 4.9 49 4.6 4.8 4.9 48 48 4.5 4.4 48 4.6 4.6 4.3

公用車燃料の削減活動

マイ

カー通

勤の自

粛活動

① ② ③ ① ② ① ② ③ ④ ② ③ ④ ①

ﾘｻｲｸﾙ

ﾎﾞｯｸｽ

による

ごみの

分別・

資源化

大型

シュ

レッ

ダーに

よる紙

ごみの

資源化

の徹底

個人用

ごみ箱

の撤廃

両面コ

ピーの

徹底

会議等

での封

筒配付

の廃止

環境ラ

ベリン

グ対象

製品の

購入の

徹底

古紙配

合率の

高い用

紙類の

購入

印刷物

への古

紙配合

率と白

色度の

表示

古紙配

合率40

～70％

以上の

再生紙

による

印刷物

の作製

アイド

リング

ストッ

プの徹

底

出張時

の公共

交通機

関の利

用

公用車

の点

検・整

備・経

済運転

の励行

通勤距

離２ｋ

ｍ未満

のマイ

カー通

勤の自

粛

平均

本庁 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

桑名 47 ＊ 4.9 4.3 48 5.0 5.0 4.3 4.4 4.6 4.5 4.4 4.6 ###

四日市 49 ＊ 5.0 4.4 48 48 4.8 4.7 48 47 4.4 4.6 45 ###

鈴鹿 48 ＊ 5.0 4.4 48 48 4.8 4.7 48 47 4.2 4.6 48 ###

津 47 ＊ 4.9 4.4 47 47 4.9 4.8 48 4.4 4.3 4.4 4.6 ###

松阪 48 4.4 5.0 4.3 47 49 4.9 4.7 48 4.6 3.8 4.3 47 ###

南勢志摩 4.6 4.4 4.9 4.1 45 4.6 4.7 4.3 4.4 4.4 4.0 4.4 39 ###

伊賀 48 47 ＊ 4.5 48 49 4.9 5.0 49 4.6 4.2 4.5 42 ###

紀北 48 48 5.0 4.4 48 5.0 5.0 4.9 5.0 47 2.9 4.4 4.4 ###

紀南 48 47 5.0 4.5 48 45 4.6 4.5 4.6 45 3.9 4.5 48 ###

全体平均 48 4.6 5.0 4.4 48 48 4.9 4.7 47 4.6 4.1 4.5 45 ###

庁舎名

電力使用量の削減活動 廃棄物の削減活動

用紙類の削減活動 グリーン購入の活動

庁舎名

廃棄物の分別・資源化活動
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水の削

減活動

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

昼休み

の消灯

昼休み

のコ

ピー機

等の電

源オフ

個人用

パソコ

ンの蓋

閉じ

退庁時

の消

灯・パ

ソコン

の電源

オフ

退庁時

のプリ

ンター

等の電

源オフ

ノー残

業デー

の徹底

上り２

階差・

下り３

階差以

内の階

段利用

夏期の

一定期

間夏の

エコス

タイル

を実施

する

手洗い

等での

節水の

励行

コピー

機使用

後のリ

セット

ミスコ

ピー紙

等の裏

面利用

庁内

LAN利

用によ

るﾍﾟｰ

ﾊﾟｰﾚｽ

化

詰め換

え可能

な文具

の購入

ﾘｻｲｸﾙ

ﾎﾙﾀﾞｰ

による

備品・

消耗品

の再利

用

報告書

等の必

要最少

部数の

作成

不要な

配送物

の発送

中止の

伝達

庁舎名

電力使用量の削減活動 廃棄物の削減活動

備考 空欄は、報告無し 「＊」は、該当なし

は,「４」未満 個人アンケートチェック基準

 評価点

5

4

3

2

1

0

＊

実行できなかった

該当しない

 自己評価の目安

徹底して実行できた(100%)

ほぼ実行できた(80%以上)

概ね実行できた(60%以上)

時々実行できた(40%以上)

あまり実行できなかった(40%未満)
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資料④ 

みえ・グリーン購入基本方針  
平成１３年１０月１日 

  

 ２１世紀の環境を創造するためには、従来のライフスタイルを変更し、環境への負荷の少ない持

続可能な社会に変えていくことが必要です。三重県では、県自らの環境負荷を低減させるため「み

え・グリーン購入指針」を策定するとともに、購入から廃棄に至る総合的なシステムを構築し、県

のすべての組織でグリーン購入に取り組んできました。この取り組みをさらに拡充・発展させ、県

自らが消費者としてグリーン購入の意義を再認識し、持続的発展が可能な循環型社会を構築するた

め「みえ・グリーン購入基本方針」を定めます。 

 

１． 基本的な考え方 

 物品等の使用量の節減、有効利用に努めることを第一とし、購入にあたっては環境への負荷の少

ない製品やサービスを優先的に購入するため、次の原則により取り扱うこととします。 

（１） 必要性考慮の原則 

購入する前に必要性を十分に考え、購入する場合は必要最小限の数量とします。 

（２）ライフサイクル考慮の原則 

• 物品等の調達にあたっては、資源採取から廃棄までの物品等のライフサイクル全体について

考慮します。 

• 物品等は適正使用・長期使用するとともに、廃棄にあたっては分別廃棄等に留意します。 

• 購入に際しては、環境に優しい製品やサービス等を優先的に購入することとし、次の要件に

基づき物品等を判断します。 

 ① 長期間の使用が可能なもの 

 ② 再生素材や再使用部品を使用しているもの 

 ③ リサイクルや分別廃棄が容易なもの 

 ④ 廃棄時に環境負荷がより少ないもの 

  ⑤ 省資源・省エネルギー設計等環境保全に寄与することが大きなもの 

• 公共工事に係る資材については、長期にわたる安全性や機能の確保に留意します。 

（３）事業者環境配慮の原則 

  事業者の選定にあたっては、ISO14001等の環境マネジメントシステムの導入により適切な環

境管理を行っていることや、情報を公開していることも考慮します。また、事業者に対し、環境

保全活動への積極的な取り組みを働きかけます。  
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２．対象物品等及び対象組織 

 県が調達する物品、公共工事（県が行う建築及び土木等すべての工事）及び役務を対象とし、県

のすべての組織（企業庁、病院事業庁、県警察、県立学校、各種委員会を含む。）において取り組み

ます。 

 

３．基本調達品目及びその判断基準 

 県が調達する基本的な品目(以下「基本調達品目」という。)とその判断基準は、「環境物品等＊

の調達方針」（以下「調達方針」という。）に定めます。 

 

４．運用方法 

（１） グリーン購入の運用管理はISO14001環境マネジメントシステムに基づいて行います。なお、

ISO14001の認証を取得していない組織においては、同システムに準じて行います。 

（２） 毎年度の調達方針は、物品等の開発・普及状況を勘案のうえ三重県環境保全推進会議で決定

します。 

（３） グリーン購入の実績は、各年度の調達方針に基づいて公表します。 

 

 

＊「環境物品等」とは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（第２条）に定める次の各号のいず

れかに該当する物品又は役務をいう。 

１ 再生資源その他の環境への負荷（環境基本法（平成５年法律第９１号）第２条第１項に規定する環境への負

荷をいう。以下同じ。）の低減に資する原材料又は部品 

２ 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等に

よる環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃

棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品 

3 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務 
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資料⑤  

   環境調整システム適用対象事業一覧表  

番
号 

開 発 事 業 の 種 類            対 象   規 模  時   期  

(1)道路（農・林道及び県代

行道路含む。）の新設（

既存の道路を拡幅、改修

する場合を除く。）及び

街路の整備  

道路の新設又は街路 

の整備の延長が 

1km以上であるもの 

路線を決定する前  １  道路の整 

備事業  

(2)道路の沿道における施 

 設の整備事業  
事業区域の面積が 

1ha以上であるもの 
位置、区域を決定す

る前  

(1)河川の整備及び改修事 

 業  

河川整備計画の延長 

が 1km以上である 

もの  

(2)河川改修等と併せて行

う施設の整備及び河川空

間の整備事業  

事業区域の面積が 

1ha以上であるもの 

(3)ダム（砂防、治山、防災

及び発電専用ダムを除く

。）の新築事業  

湛水面積が 1ha以上 

であるもの  

河川整備計画を決定

する前  

(4)ダム改修と併せて行う 

 施設の整備事業  
事業区域の面積が 

1ha以上であるもの 
ダム周辺環境整備基

本計画を決定する前  

(5)砂防事業（ダムの新築  
事業又は渓流護岸整備事

業。渓流環境整備計画の

策定を要しないものを除

く。）  

全てのもの  渓流環境整備計画を

決定する前  

２  河川・ダム

等の整備

事業  

(6)堰の新築事業  湛水面積が 1ha以上 

であるもの  
河川整備計画を決定

する前  

３  海岸の整

備事業  

海岸保全施設整備事業及び

海岸環境整備事業（局部改

良、補修を除く。）  

全てのもの  基本設計を完了する

前  

４  公有水面

の整備事

業  

公有水面の埋立及び干拓 

事業  
事業区域の面積が 

0.5ha以上である 

もの  

港湾事業のうち重要

港湾にあっては港湾

計画を策定する前、

その他の港湾にあっ

ては基本設計を行う

前。 

漁港整備事業にあっ

ては事業区域を決定

する前  

５  港湾の整

備事業  
港湾の整備事業及び漁港漁

場整備事業（泊地の整備を

含む。ただし、航路泊地の

維持、浚渫を除く。  
また、漁港漁場整備事業に

あっては漁場環境保全事業

を除く。）  

事業区域の面積が 

0.5ha以上である 

もの  

重要港湾にあっては

港湾計画を決定する

前、その他の港湾に

あっては基本設計を

行う前。 

漁港漁場整備事業に

あっては事業区域を

決定する前  

 

 



 

41

 

 

 

番
号 

開 発 事 業 の 種 類            対 象 規 模  時   期  

６  森林の整

備事業  

治山事業  事業区域の面積が 

1ha以上であるもの 

事業区域を決定する

前  

(1)都市公園、森林公園（県

民の森を含む。）及び農

村公園の整備事業  

事業区域の面積が 

1ha以上であるもの 

 

都市公園、森林公園

にあっては基本計画

を決定する前。  

農村公園にあっては

事業施行申請公告の

前  

７  公園の整

備事業  

(2)自然公園等施設の整備

事業  

事業区域の面積が 

1ha以上であるもの 

実施計画を決定する

前  

８  下水道の

整備事業  

流域下水道終末処理場の新

設事業  

全てのもの  基本構想を決定する

前  

９  水道の整

備事業  
浄水場（ポンプ所、調圧水

槽、配水タンク、取水所及

び導水所の設置を含む。）

の新設事業（工業用水を含

む。）  

事業区域の面積が 

1ha以上であるもの 
浄水場の位置を決定

する前 

 

 

(1)農用地の開発事業  事業区域の面積が 

1ha以上であるもの 

開発事業計画を決定

する前  

(2)ほ場の整備事業  事業区域の面積が 

1ha以上であるもの 

ほ場整備計画を決定

する前  

(3)かんがい排水施設の整

備事業  
用水路の延長が 

1km以上であるもの 

(ただし改修を除く) 

整備計画を決定する

前  

(4)ため池の新築事業  貯水面積が 1ha以上 

であるもの  

10 農業農村

の整備事 

業  

(5)防災ダムの新築事業  湛水面積が 1ha以上 

であるもの  

位置、区域を決定す

る前  

(1)ごみ固形燃料発電所の

新設及び増設事業  
全てのもの  11 発電所の

整備事業  

(2)水力発電所（変電所、鉄

塔、配電線を含む。）の

新設事業  

全てのもの  

発電所の計画地点を

決定する前  

12 

 

建物の建

設事業  

建物の建築（同一敷地内の

移転を除く。）事業  

延べ床面積の合計が 

2000㎡以上である 

もの  

位置、区域を決定す

る前  

13 用地の整

備事業  
用地の造成事業  事業区域の面積が 

1ha以上であるもの 
位置、区域を決定す

る前  

14 その他   年度ごとに対象事業がない開発事業の種類にあっては、対象規模未満

の事業のうち最も規模が大きいと考えられる事業で部会長が必要と認

めるもの  
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資料編⑥ 

 
三重県庁の行政組織図 
 

    知 事 
  

副知事 
  

総 合 企 画 局 
   
   

総 務 局 
   
   

生 活 部 
   
   

健 康 福 祉 部 
   
   

環 境 部 
   
   

農林水産商工部 
   
   

地 域 振 興 部 
   
   

県 土 整 備 部 
   
   

北 勢 県 民 局 
   
   

津 地 方 県 民 局 
   
   

松阪地方県民局 
   
   

南勢志摩県民局 
   
   

伊 賀 県 民 局 
   
   

紀 北 県 民 局 
   
   

紀 南 県 民 局 
 
   
  

出納長 
 

出 納 局 
 

 県議会 
 

議 会 事 務 局 

 
 公営企業管理者 
 

企 業 庁 

 
 公営企業管理者 
 

病 院 事 業 庁 

 

 教育委員会 
 

教育委員会事務局 

 

  選挙管理委員会 
 

選挙管理委員会事務局 

 
  人事委員会 
 

人事委員会事務局 

 
  監査委員 
 

監査委員事務局 

 
    公安委員会 
 

警察本部 
  

警 務 部 
 
 

生 活 安 全 部 
 
 

刑 事 部 
 
 

交 通 部 
 

 
 
 
  

警 備 部 

 

 地方労働委員会 地方労働委員会事務局  

  収用委員会   

 海区漁業調整委員会 海区漁業調整委員会事務局 
 

 内水面漁場管理委員会 内水面漁場管理委員会事務局 


